
 

資 料１ 

原油価格・物価高騰対策の追加事業について 

１．原油価格・物価高騰対策 

    原油価格・物価高騰の影響により、電気代等の負担が増加している保育所・福祉施設等のうち、国・道の支援に該当しない事業者及び、 

現段階で飼料や資材高騰の影響が特に大きい、酪農経営者の負担軽減を図るため、支援金を支給する。 

 

 

①小規模保育事業所への支援  追加 （詳細：３ページ） 

（１）対象 北海道の補助対象とならない小規模保育事業所（町内２施設） 

(２)概要 これまでどおり保育サービスが提供できるよう、電気料金及び給食原材料費等の増嵩分を支援 

北海道の補助事業における算出方法を準用     電気料金    ５千円×定員 

給食原材料費 ７千円×定員 

 

②有料老人ホームへの支援  追加 （詳細：４ページ） 

（１）対象 北海道の補助対象とならない有料老人ホーム（町内６施設） 

（２）概要 物価高騰の影響により、電気代の負担が増加している社会福祉施設等の負担軽減を図る 

北海道の補助事業における算出方法を準用     入所サービス  １０千円×定員 

   

 

③酪農経営者への支援 追加 （詳細：５ページ） 

（１）対象 町内酪農経営者 

（２）概要 農林水産省が実施する「飼料価格高騰緊急対策事業」の酪農経営対象の経産牛（２６か月齢以上）１頭あたり、都府県と北海道の 

差額２，８００円／頭を支援し、都府県と同水準とする  経産牛（２６か月齢以上）１頭あたり２，８００円×飼養頭数 
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＜５月臨時会議・６月定例会議にて議決済の支援策＞ 

 

 

・子育て世帯生活支援 「子育て世帯生活支援特別給付金」 既決 

（１）対象 住民税非課税の子育て世帯 約６２名 

(２)概要 対象児童 1人当たり 5万円を支給する。 国補助１0/10 

 

・低所得世帯支援 既決  

(1)対象 住民税非課税世帯 約 2,000世帯 

(2)概要 １世帯 4万円（全国一律分 3万円＋町独自分 1万円）を支給する 

 

・Ｍカードを活用した町内消費喚起事業の拡大 既決  

（１）対象 購入決済する町民 

(2)概要 当初予算では、ポイント還元 10%にて計上していたが、20%に拡大する。 １月～2月実施予定 

 

・プレミアム付商品券販売事業の拡大 既決  

（１）対象 購入希望する町民 

（２）概要 当初予算では、プレミアム率 10%の 1人５セット（計 10,000セット）を計上していたが、10%の 1人 10セット（計 20,000セット） 

に拡大する。 当初予算では、７月販売予定だったが、９月に販売とする 

 

・水道料基本料金減免 既決  

（１）対象 芽室町内の上水道および簡易水道の契約者（国・公共施設を除く） 

(2)概要 水道料金の基本料金を４か月分減免する 
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物価高騰対策子育て支援事業 

 

●小規模保育事業所物価高騰対策支援事業 

 

 １ 事業の内容 

  電気料金及び食料品価格物価高騰の影響を受けている保育所等において、これまでどおり保育サービスが提供できるよ

う電気料金及び給食原材料費等の増嵩分を支援し、保育を継続的に提供していくことを目的とする。 

 

 ２ 事業の概要 

（１）対象施設  北海道の補助対象とならない小規模保育事業所（町内２施設） 

（２）支給内容  北海道の補助事業における算出方法を準用する。 

 

３ 算出方法 

（１）電気料金   ５千円×定員 

（２）給食原材料費 ７千円×定員 

 

４ 担当  子育て支援課児童係 
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物価高騰対策社会福祉事業 

 

●社会福祉施設物価高騰対策支援金 

 

１ 事業の内容 

物価高騰の影響により、電気代の負担が増加している社会福祉施設の負担軽減を図るため支援金を支給する。 

 

２ 事業の概要 

（１）対象施設  北海道が実施する医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援事業の対象施設から除外される施設のうち、 

町内にある有料老人ホーム（６施設） 

 

（２）支給内容  令和５年４月１日現在において開設していること。 

申請日時点において廃止又は休止していないこと。 

 

３ 算出方法 

   定員 1名につき 10千円を支給する。 

 

４ 担当  健康福祉課社会福祉係 
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物価高騰対策農業事業 

 

●芽室町飼料価格高騰緊急対策支援金 

 

 １ 事業の内容 

  物価高騰の影響を受けている酪農家に対し、国が行った飼料価格高騰緊急対策事業における都府県と北海道の差額分に

対して支援するもの。 

 

 ２ 事業の概要 

（１）対 象 者 昨年、国が実施した飼料価格高騰緊急対策事業の支援の対象となった経産牛（２６か月齢以上）を飼     

     養する酪農家 

  （２）支給内容 国の飼料価格高騰緊急対策事業における都府県と北海道の差額分を支給する。 

 

３ 算出方法 

  飼料価格高騰緊急対策事業 

・都府県 １０，０００円  

  ・北海道  ７，２００円 

  ・差額分  ２，８００円     経産牛（２６か月齢以上）１頭あたり２，８００円×飼養頭数 

 

 ４ 担当  農林課農業振興係 
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